
【計画期間】

【他の計画との関連】

【関係者との連携】

    計画の評価及び事業実施について支援協力を求めるとともに、静岡県が推進する関係事業との連携・協力を行うよう努める。

    保健事業の実施にあたっては広域連合が実施主体となり、住民に身近な市町と連携し実施する。広域連合においては、各市町の

取組状況や好事例を他の市町へ展開するなど、事業が円滑に実施できるよう必要な連携・協力を行うよう努める。

    静岡県健康増進計画、静岡県医療費適正化計画、県内各市町のデータヘルス計画との整合性を図る。

    本計画の期間は、令和６年度から令和11年度までの６年間とし、必要に応じて、第３期データヘルス計画の見直しを行う。

　第２期計画の計画期間終了に伴い、その結果や課題、健診結果・レセプトデータ等から見える健康課題を踏まえ、被保険者の健康の保持増進と心

身機能の低下防止を図るため、効果的で効率的な保健事業を実施することを目的とし、結果として医療費の適正化に資することを目指す。

【前期計画等に係る評価】

Ⅱ　健康医療情報等の分析

年々上昇する調剤医療費の適正化の取

組が必要

全国と比較して高い割合を占める外来

医療費の適正化につながる医療機関の

適正受診の取組が必要

要介護度の重度化を防ぐため、高齢者

の心身機能の低下（フレイル）対策が

必要

口腔機能低下防止のために歯科健康診

査の取組の推進が必要

生活習慣病の重症化予防につながる、

健康診査の受診率向上と、市町間の受

診率格差の縮小が必要

医療機関等の受診と調剤医療

費の適正化

・後発医薬品の使用割合は年々上昇しているが、割合の伸びは鈍化している。

・調剤の一人あたり医療費は、年々減少傾向となっているが、調剤医療費は年々増加

している。

・静岡県の総人口に占める被保険者数は年々増加しており、令和12年度に一旦ピーク

を迎え、約68万人に達する見込み。被保険者数の増加に伴って、総医療費は今後3年

間で約800億円増大することが見込まれている。

目標未達成
健康診査・受診勧奨事業、歯科健診事業、重複頻回受診者等訪問指導事業、市町との連携事業の実施、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施

オーラルフレイル対策事業、糖尿病性腎症重症化予防事業、後発医薬品差額通知事業

    医師会、歯科医師会、薬剤師会、学識経験者、他の医療保険者、静岡県、被保険者から構成される静岡県後期高齢者医療懇談会

において、計画や保健事業等について広く意見を求めるとともに、健康・医療情報の分析結果を共有し、保健事業の連携等に努め

る。

   静岡県国民健康保険団体連合会が設置する保健事業支援・評価委員会において、計画の策定及び評価等について支援を受ける。

また、同会からは事業実施における支援や、KDBシステム等データの有効活用及び情報提供についての協力を求める。

被保険者・医師

会・研究機関等
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静岡県

静岡県後期高齢者医療広域連合  第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）概要版

【背景と目的】

Ⅰ  計画の基本的事項

・一人あたり医療費に占める診療区分別の割合は、全国では入院の割合が高いが、静

岡県は外来の占める割合が高くなっている。

・一人あたり医療費は全国と比較して低い水準となっているが、医療費総額は年々増

加している。

市町

・要介護認定を受けている者の一人あたり医療費は、全国と比較して低い水準である

が年々増加する傾向にあり、医科入院及び要介護2以上の一人あたり医療費で特に顕

著。

・一人あたり介護給付費は年々減少傾向にあるが、全国と比較して高い水準となって

おり、介護度が重くなるほど全国との差は大きくなっている。特に、要介護3～要介

護5において顕著。

・介護給付費は年々増加している。

・要介護度別認定率は全国と比較しておおむね低い傾向にある。

・平均自立期間と平均余命の差は過去5年間ほとんど変化しておらず、健康に生活を

送ることができる期間は変わっていない傾向にある。

フレイル対策の取組

・死因別死亡割合は「老衰」が全国よりも高い水準となっているが、「脳血管疾患」

の割合が全国と比較して高い。

・生活習慣病（糖尿病、慢性腎臓病（透析あり）、高血圧症）の医療費が全国と比較

して高い。

・口腔機能に関する質問票の回答状況において、「お茶や汁物等でむせることがあ

る」と回答した人の割合は年々微増しており、全国と比較してわずかに高い。

現状の整理 アプローチする課題健康課題

生活習慣病の重症化予防

・健康診査の受診率は全国よりも高い水準となっているが、市町間の受診率の格差が

大きい。

目標達成

計画期間：6年（R9中間見直し）



【計画全体の目的（この計画によって目指す姿）】

口腔機能低下防止事業を実施する市町数

低栄養防止事業を実施する市町数

歯科健康診査受診率

健康診査受診率

12市町

13.81%

29.52%

Ⅲ　計画全体

・本計画の目的及び目標の達成状況については、毎年度評価を行うこととし、達成状況により必要に応じて次年度の実施計画の見直しを行う。

・本計画は、広報、ホームページ等で公表するとともに、本実施計画をあらゆる機会を通じて周知・啓発を図る。

V　その他

評価指標

予算執行率

指導実施率

後発医薬品普及率

訪問指導実施者の受診状況等の改善率

口腔機能保健指導実施率

平均自立期間（要介護２以上）の延伸

ハイリスク者割合の減少

13市町

11市町

18市町

17%

31%

100%

100%

計画策定時の実績値より改善

75%

50%

(男性)81.0歳

(女性)85.3歳

8市町

0市町

6市町

糖尿病性腎症重症化予防に関する取組

市町との連携事業(特別対策補助金)

計画策定時の実績値の維持

25市町

28市町

18市町

健康課題を解決するために以下のとおり目標を設定し、個別保健事業を実施する。

健康状態不明者対策を実施する市町数

重症化予防（その他身体的フレイルを含む）を実施する市町数

糖尿病性腎症重症化予防事業を実施する市町数

服薬（重複・多剤）対策を実施する市町数

事業名 計画策定時実績 目標値 （R11）

保健事業と介護予防等の一体的な実施

重複頻回受診者等訪問指導業務

健康診査事業

歯科健康診査事業

オーラルフレイル対策事業

73.11%

61.60%

80.60%

69.52%

32.28%

後発医薬品差額通知事業

(男性)80.3歳

(女性)84.6歳

-

16市町

12市町

    第３期データヘルス計画では、急激な高齢化の進行による医療・介護のニーズの増大が見込まれる中、一体的実施事業を中心とした各保健事業に

おいて健康課題である生活習慣病の重症化予防、フレイル対策、適正受診・適正服薬対策に取り組み、被保険者の健康増進を図ることで在宅で自立

した生活が送れる高齢者を増やし、その結果として、医療費の抑制につなげることを目的とします。

Ⅳ　個別事業


